仕　様　書　（案）

１　委託内容　措置入院患者等移送対象者の移送業務

２　委託期間　令和８年４月１日０時から令和９年３月31日23時59分まで

３　対象者　措置入院患者等

４　委託要件
（１）自治体消防局より患者等移送事業の認可を受けた事業者であること。
（２）24時間365日体制で対応できること。
（３）和歌山県庁または和歌山市内の警察各署に概ね30分以内に到着できること。

５　実施方法
（１）和歌山県福祉保健部福祉保健政策局こころの健康推進課で取り扱う精神保健及び精神障害者に関する法律（昭和25年法律第123号）第22条に基づく申請、第23条、第24条、第25条、第26条及び第26条の３の規定による通報、第26条の２の規定による届出、措置入院中の転院申請、措置入院中の仮退院申請、第34条に基づく業務につき、移送業務を依頼する必要があると県が判断した場合、受託者に対し依頼する。
（２）受託者は、対象者の移送業務のため、県知事が指定した場所に指定する時間までに、移送のために必要な人員及び移送用車両を派遣する。移送のための派遣人員は、運転手及び補助者の２人を基本とし、移送対象者（以下「対象者」という。）の状態等に応じて、補助者には看護師または准看護師が対応できる体制をとる。
（３）受託者は、県から対象者の診察を行うかどうかを判定する事前調査への立ち合いを求められた場合には、それに応じる。
（４）受託者は、保有する車両により、対象者を県知事が指定した医療機関まで移送する。移送の際には県職員が同乗する。
（５）受託者は、県知事が指定した医療機関に到着後、指示があるまで待機し、業務終了後、同乗した県職員を移送開始場所まで搬送する。

６　実施手順
（１）受託者への連絡について
移送業務を依頼する必要があると県が判断した場合、受託者に対し対象者の移送業務のため、氏名、年齢、性別、現在の行状、指定場所への集合時間、移送予定場所、県職員との合流地、対象者の体調及びその他注意事項を伝える。
（２）対象者の移送方法について
①　受託者は、所要時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ、合理的と認められる経路で移送しなければならない。なお、有料道路を利用した場合は、当該有料道路利用料金の実費を別途支払うものとする。
②　受託者は、対象者の人権保護を図るとともに安全確保に努め、移送しなければならない。
（３）その他
受託者は、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく、別紙措置入院患者等移送業務実施報告書を添付した月次報告書を県知事に提出する。また、委託業務終了後は、遅滞なく、年次報告書を県知事に提出する。

７　契約単価
（１）人件費
県知事の指定した場所に受託者が到着してから移送完了（県職員の搬送を含む）まで、１時間ごとに単価を支払う。
なお、１時間未満の場合は１時間に切り上げ、１時間を超えるときは、端数を１時間単位で切り上げる。
（２）燃料費
受託者所在地から県知事が指定した場所（県職員の搬送を含む）まで、１㎞ごとに単価を支払う。

８　労務災害
移送業務において、不測の事態により生じた受託者の労務災害等については、受託者が加入する労働者災害補償保険を適用し、受託者の責任において対応する。

９　個人情報の保護
（１）受託者は、この契約の履行に当たって、和歌山県個人情報の保護に関する条例（平成１４年条例第６６号）第２条第１項に規定する個人情報（以下「個人情報」という。）を取り扱う場合は、本委託契約書及び仕様書の各条項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
（２）受託者は、業務従事者のうちから個人情報管理責任者１名を選任するとともに、業務従事者に対し個人情報の保護に関する研修を実施するなど必要かつ有効な措置を講ずるものとする。

10　業務の引継ぎ
受託者は、本委託契約が終了し契約更新が見込まれない場合にあっては、新たな受託者と十分に業務の引継ぎを行い、当該業務に支障をきたすことのないように対処しなければならない。この際、必ず事前に引継書を作成し、県の承諾を得ること。また、引継ぎ終了後は、所有している一切のデータ及び資料を漏えい等の恐れがない方法で破棄し、その旨を県に文書で報告すること。

11　その他
（１）県は事業の実施の適正を期するため必要があるときは、受託者に対し報告させ、又は受託者の事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。
（２）この仕様書に定めのない事項については、県と受託者が必要に応じて協議のうえ、決定するものとする。


【問い合わせ先】和歌山県福祉保健部福祉保健政策局こころの健康推進課　亀井
TEL：073-441-2641　FAX：073-432-5567
